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１．改正農業委員会法のポイント 

農林水産省「新たな農業委員会制度が始まります」より 



２．新制度施行後２度目の改選期を迎えている 
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①2016年度新体制移行した287委員会は昨年度に改選 

②2017年度新体制移行委員会1187委員会（69.7％）が今年度に改選期を迎える 

③2017年7月に改選を迎えた委員会は976（57.3％）委員会 

農業委員・農地利用最適化推進委員の選任状況 

1,702委員会 （改選した1181委員会を反映）   

  旧制度※1 改選時※5 

農業委員数① 35,060人 ※2  23,275人   

  認定農業者  10,311人 ※3 (29.4%)  11,983人 (51.5%)  

  中立委員  －    1,989人 (8.5%)  

  女性  2,655人  (7.6%)  2,846人 (12.2%)  

  委員の年齢別構成  ※4     

  

  70歳代以上  7,421人  (20.9%)  5,425人 (23.3%)  

  60歳代  20,414人  (57.4%)  11,805人 (50.7%)  

  50歳代  6,415人  (18.0%)  4,035人 (17.3%)  

  40歳代  1,122人  (3.2%)  1,524人 (6.5%)  

  30歳代以下  201人  (0.6%)  486人 (2.1%)  

農地利用最適化推進委員② －     17,724人   

①＋②，【改選時/旧】 35,060人     40,999人 【116.9%】 

※１平成28年４月以降の新制度移行前1703委
員会の状況 

※２農林水産省臨時実態調査（平成28年3月）
及び農林水産省実態調査（平成28年10月）か
ら引用） 
※３全国農業会議所改選後調査（平成26年8
月）より引用 

※４全国農業会議所改選後調査（平成26年8
月）より引用のため、農業者数（別調査から
の引用）の合計（35,060人）と異なる  

※５新制度移行時の農業委員会の状況調査
（平成30年10月1日までに移行した1702委員
会）に改選時の農業委員会の状況調査（平成
31年～令和2年）1181委員会2020/10/8を反
映 



○新任農業委員：            ３５．８％（１００％ー１．①－1．②） 
○新任農地利用最適化推進委員：５１．８％（１００％－2．①－2．②） 
○新任委員への農地利用最適化業務等の周知と改選前の委員会の課題の引き継ぎ急務 

３．新任委員への業務の周知と課題の引き継ぎが急務 
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1,115委員会

人数 再任率

15,250人

① うち改選直前に農業委員を務めた者 8,502人 55.8%

② うち改選直前に推進委員を務めた者 1,286人 8.4%

うち旧制度で農業委員を務めた者 3,597人 23.6%

11,665人

① うち改選直前に推進委員を務めた者 5,157人 44.2%

② うち改選直前に農業委員を務めた者 470人 4.0%

うち旧制度で農業委員を務めた者 1,161人 10.0%

※ 1115委員会：全国農業会議所調べ 

農業委員・農地利用最適化推進委員の再任率

（令和2年9月29日現在）

改選時の農業委員会の状況調査票の報告があった

１．農業委員実数

２．推進委員実数



４．農地利用最適化業務とは 

※平成27年農業委員会法改正により第6第2項に位置づけられた新たな法令必須業務 
 

①担い手への農地利用の集積・集約化、②遊休農地の発生防止・解消、③新規参入の促進 

農業委員会は、前項各号に掲げる事項を処理するほか、その区域内の農地等の利用の最適化
の推進（農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保並びに農業経営の規模の拡大、
耕作の事業に供される農地等の集団化、農業への新たに農業経営を営もうとする者の参入の
促進等による農地等の利用の効率化及び高度化の促進をいう。以下同じ。）に関する事項に
関する事務を行う。 

〇農業委員会法第６条第2項 
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５．農地利用最適化業務と農地中間管理事業の関係 

※農業委員会と農地中間管理機構が連携する根拠 
 
〇農業委員会法第6条：業務＝中間管理法第1条：目的 （条文が同じ） 

農業委員会は、前項各号に掲げる事項を処理するほか、その区域内の農地等の利用の最適化
の推進（農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保並びに農業経営の規模の拡大、
耕作の事業に供される農地等の集団化、農業への新たに農業経営を営もうとする者の参入の
促進等による農地等の利用の効率化及び高度化の促進をいう。以下同じ。）に関する事項に
関する事務を行う。 

〇農業委員会法第６条第2項：業務 

この法律は、農地中間管理事業について、農地中間管理機構の指定その他これを推進する
ための措置等を定めることにより、農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農用地
の集団化、農業への新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農用地の利用
の効率化及び高度化の促進を図り、もって農業の生産性の向上に資することを目的とする。 

〇中間管理法第1条：目的 
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６．なぜ今農地利用の最適化なのか 

１．農業委員会の本分＝「子孫に美田を残す」 ←西郷隆盛「不為児孫買美田」の逆張り 

２．農地利用の最適化＝今使われている農地を使えるうちに使える人へつないでいく 

①農委の本分：「地域の農地を残し、活かし、耕し続ける」ことに責任 

 →子孫に美田を残す 

②4万人委員の思い：平成20年以降・遊休農地対策・農地パトロール 

   →一度荒れた農地をもとに戻すのは難儀 

③今ここにある危機：→今使われている農地も直、あれる  

④農地利用最適化とは 

   →「今使われている農地を使えるうちに使える人へつないでいく」 

⑤農地中間管理機構があろうがなかろうが、人・農地プランがあろうがなかろうが 

 →地域の農家の営農意向をくみ取り、地域の話し合いに参加する必要がある 

⑥農委は「農地の番人」から「農地を動かす人」に（田代洋一横浜国立大学名誉教授） 

※離農による供給農地の増大 

○○県○○市の家族経営体数と離農に伴う供
給農地の累計面積の推移と将来予測 

2025年の地域農業の姿が把握できる地域農
業情報－○○県○○市版－（農研機構） 
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７．農地利用の最適化の具体的な取り組み 

１．農地利用最適化の取り組みは３ステップで 

２．第1ステップ：現場を知る、第2ステップ：仲間と話し合う、第3ステップ：農地のマッチング 
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昨年度農地バンク法改正で
措置 



２１．農地利用最適化の取組状況（平成30年度） 

①農地利用状
況調査 

②耕作されて
いる農地の意
向調査 

③人・農地プラン
等の話合い参加 

④農地バンク
へ農地の出し
手情報提供 

⑤うち成約 

1,703 813 844 1,058 745 

１００％ ５４％ ５６％ ７６％ ５３％ 
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委員会数 

①農水省 
②～⑤：全国農業会議所：「農地利用最適化活動の取組状況について（平成30年度末）」（回答委員会1,499委員会） 

①農地利用状況調査は平成21年農地法改正で措置 
②～⑤平成28年改正農委法施行後の運動的取り組み 
②・③令和元年度改正農地バンク法第26条第3項で措置 



８．明確化・重点化された農地利用の最適化の取り組み 

１．令和元年5月：中間管理法改正・第26条第3項新設：人・農地プラン等への協力 

２．農業委員会による農業者の意向把握、人・農地プランの話し合い参加等明確化 

 農業委員会は、農地の保有及び利用の状況、農地の所有者の農業上の利用の意向その他の農
地の効率的な利用に資する情報の提供、委員及び推進委員（農業委員会等に関する法律第十七
条第一項に規定する推進委員をいう。）の第一項の協議への出席その他当該協議の円滑な実施の
ために必要な協力を行うものとする。 
（第一項＝人・農地プラン） 

〇中間管理法第26条第3項 

9 



９．地域の実態に応じた「人・農地プラン実質化」の取り組み 

１．「実質化」された地区→ここから本番、農業委員会の出番→農地の売買貸借マッチング 

２．「中心経営体がいない」地区ほど話し合いを！←将来地区農地をどうする？どうなる？ 
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１０．農業委員会における「人・農地プランの実質化」 

Ｂ集落の水田利用は、中心経営体である集落
営農組織や認定農業者１経営体が担い、樹園
地利用については中心経営体である認定農
業者１経営体と基本構想水準到達者１経営体
が担っていくほか、認定新規就農者の受入れ
を促進することで対応していく。 

将来方針のイメージ（例） 

Ｃ集落の水田利用は、中心経営体である集落
営農組織が担い、畑利用については中心経営
体である認定農業者２経営体と認定新規就農
者１経営体が担っていく。 

等々 

  農地の所在（地番） 
貸付け等の区分（㎡） 

貸付け 作業委託 売渡 

1 ○○町○○番 ○○○○     

2 ○○町○○番 ○○○○     

3 ○○町○○番 ○○○○     

4 ○○町○○番   ○○○○   

5 ○○町○○番   ○○○○   

6 ○○町○○番     ○○○○ 

計 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 

（参考） 農地の貸付け等の意向（任意記載事項） 

注：農業委員・農地利用最適化推進委員が農地の貸付け等の
意向を確認した面積を農地利用最適化交付金の成果実績払
いの対象とする場合には、人・農地プランにおいて地番、面積
を記載することが必要です。 

農業委員会の必須事項！ 

D集落は中心経営体がいないため、水田利用

は集落営農組織の早期組織化を目指す。集
落の主力作物である果樹については、新規就
農者等に経営を承継する方策について検討を
進める。 

※意向把握、アンケート結果等をプランに反  
 映する。面積、地番を表記、氏名は不用！ 
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〇 
いる 

△ 
いるが不十分 

× 
いない 

〇 
対話型説明会方式 
（プレゼンテーション） 

〇 
合意形成話合い方式 
（ワークショップ） 

× 
地域での話合いが 

成立しない 

千葉県香取市方式 

 
若者、女性、子供＋部外者支援 
①コンサルタント 
②学生農村調査 
③MFAメソッドファシリテーター 
 

茨城県東海村方式 
（ＭＦＡメソッド） 

中心的経営体 話し合いの方式 地域での話し合い 

１１．地域の実情に応じた話し合い活動の方式 

参考：全国農業図書DVD「人・農地プランの
話し合いで進める農地利用の最適化」（29-
33） 

○ プラン案を説明し、参加者同士で
意見交換をする。 

○ お互いにアイデアを出し合って、方
針を固めていく。 

○MFA：（一社）会議ファシリテータ協会 

参考：全国農業図書「地域（集落）の未来図を

描こう！～人・農地プランの実質化を確実に進

めていくための、座談会の具体的な開き方～

（元茨城県東海村農業委員会事務局長・澤畑

佳夫著）」（31-47) 
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１２．「人・農地プラン」の６ステップと農業委員会の取り組み 
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項目 人・農地プランの実質化 農業委員会の取り組み 

１ 前提 ・先行各種計画等の確認整合性見当 ・農地利用最適化指針、「事業計画」、「点
検・評価」等との確認調整 
・農地中間管理機構「借受希望者一覧表」 

２ 日程 ・策定までの方法や日程を決定（工程表
の作成、市町村と農業委員会等関係機
関との連携体制を構築） 
⇒連携内容は協定書ではっきりとさせる 

・担当地区の決定（農業委員、推進委員が
どの地区のプランを支援するか） 
・委員の具体的な取り組み内容を決定 
 

３ 意向把握 ・意向把握調査の実施（郵送によるアン
ケートや戸別訪問で実施） 
 

・連携状況に応じて調査を支援 

（例：調査は全て農業委員会、返送がなかっ
たところに委員が戸別訪問） 
 

４ 地図化 ・意向の結果を地図に落し込み、地域で
共有（意向の地図化） 
 

・農地ナビシステムを使い、年齢や将来の
意向を簡単に可視化 
 

５ 話合い ・地域・集落での話し合い（できるだけ多
くの参加者で話し合う） 

・農業委員、推進委員の参加は必須、話し
合いでは何らかの役割を担う 
・参加者集めの声がけも 

６ 方針決定 
（実質化完了） 

・地域農業の将来方針を決定（＝人・農
地プランの実質化） 
 

・今後出てくる農地の受け手は誰か、その
受け手が耕作しやすいようにできないか等
実行のためにやることを明確化 

７ 実行 ・実質化されたプランに沿った農地の利
用調整の実行 
 

・人と農地をつなげるため、利用調整・マッ
チングを展開 



１３．所有者の意向把握① 

 １．農家等の意向調査（≒アンケート、戸別訪問の実施） 

① 「現在、耕作されている農地」に関する意向調査を戸別訪問または郵送等により実施。 

 可能であれば地図に情報を落とし込む（意向別や耕作者の属性に応じて色分け）。 

② 調査項目は地域の実態に応じて任意に設定：以下の４項目は必須 

※「１．年齢」、「４．今後の農業経営の意向」、「５．今後の農地管理意向」（貸借売買意向）、  

 「７．農業後継者」は必須。 

（来年度から「作業受託」も担い手集積の対象になる検討） 

③ 調査結果は関係機関・団体と共有し、農地のマッチングにつなげる。 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

設問 年齢 所有農地
の状況 

農地の管理状況 今後の 
経営意向 

今後の 
農地管理意向 

農地貸借等時
期 

農業後継者 

選択
肢 

－ 
 
 

①面積
（a） 

②筆数
（筆） 

①自作（a） 
②貸付（a） 
③不耕作（a） 

①現状維持 
②規模拡大 
③規模縮小 

①売却（a） 
②貸付（a） 
③購入（a） 
④借入（a） 

①１年以内 
②１~２年後 
③３~５年後 
④その他 

①いる 
②いない 
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 ※「意向把握」項目の例示 



１４．所有者の意向把握② 

○意向把握は、はじめざっくり、だんだん詳細に… 
○アンケート方式の場合は記入してもらいやすい工夫を－台帳データの流し込み 
○農地台帳の補正業務・調査とのリンクも検討を 

※農地台帳の情報を流し込んだ事例 
※回収率の向上に向けて 

①郵送時の封筒に赤字で「重要」と記載 

②調査票に「回答がない場合は回収に 
 伺います」と記載 

これらの記載で回収率が上がった県も 
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１５．地図を持って出かけよう！ 

農地情報公開システム等で耕作者の現況図をプリントアウトして、いざ現場へ！ 

①手始めは年齢階層図から ②昨年8月から異なる要素を重ねて表示可能に 

  ※意向把握結果等を表示可能に！ 

※黄色70歳代、赤80歳代、橙90歳代 
※高齢化が進行していることが一目瞭然 
※アンケートに答えたり話し合いに参加する気運 
 醸成のきっかけに！ 
 
○更新をしていなくとも生年月日情報が入力されていれば 
 年代別の現状表示可能 

※黒ドットは「自ら耕作」、「プランに位置づけ（貸付意向） 
※黒ドットの無い農地の耕作者の意向把握すればプランの相当 

 部分は完了…？ 
 
○更新業務の一環で「後継者項目」入力すれば後継者有無表示     
 が可能となりプラン要件の現況図完成！ 
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１６．話し合い（集落座談会）への参加 
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 項目 取り組み内容 

必ず実行すること １ 委員の立場 
  で話し合い 
  に参加 

話し合いに参加し、意見交換に加わる。 

２ 話し合いへ 
  の参加の呼 
  びかけ 

「地域の将来を決める大事な話し合い」と積極的に
声がけを行う。 

できることから限り取り
組むこと 

３ 進行・集約 
 （その手伝い） 

全員が発言できるように議論を引き出しつつ、話
合いがまとまるように進行や意見の集約をフォ
ローする（＝ファシリテート、ファシリテーター）。 

４ 現場活動報告 

（意向把握調査
の結果の報告） 

日ごろの現場活動の状況、意向把握の結果を紹
介する。 

５ 話題提供 冒頭の挨拶や他地域の取り組み事例、利用できる
補助事業等を紹介する。 

■話し合いで農業委員、推進委員に期待されている役割＝コーディネータ役 

農業委員会はもともと農地の利用調整（あっせん、和解の仲介等）に取り組んできた 
→地域の代表、調整役（コーディネータ）です！ 



１７．「活動記録簿」をつけよう！ 

１．日常活動の結果を「活動記録簿」等に必ず残そうﾞ 

２．活動記録簿→活動報告会→最適化交付金の申請資料→共有ｼｰﾄで農業会議等関係機関と共有 

①「活動日誌」、「日報」、「活動記録簿」 
 に日々の活動を記載 
②毎月集計し、状況把握をする 
③活動報告会等で委員等間で共有 

※裏面に「農地利用の意向把握の状況および地域の話し合いへの参加状況」記載欄有り 
①農地の売買貸借の意向を把握した際、「氏名」、「意向内容」、「面積」、「地番・所在」を記入 
②「人・農地プラン」等地域の話し合いに参加した場合、開催場所、内容等を記載 

18 



１８．農地利用最適化交付金の活用 
 

１．「国から市町村の配分ルール」と「市町村における委員への配分ルール」に注目 

２．令和元年度から成果実績の対象に「予定面積」参入可能に 

 
○「農地利用最適化交付金」5年目の大誤解の払拭 
 １．国から市町村：「活動実績交付金」、「成果実績交付金」←交付金要綱で厳密に規定 
 ２．市町村の配分ﾙｰﾙ：市町村で自由に設定→①活動時間等実績、②一律配分、③折衷 

○令和元年度の運用改善等 

  ①活動実績の単価改定：ア・イ：7,000円、ウ：5,000円 

  ②成果実績に「予定面積」も参入可能に 

   →「人・農地プラン」の「農地の貸付け等の意向 

   →大多数の委員会は「予定面積」に特化を 

  ○「非農地通知」は遊休農地対策の明確な農委の成果 
19 



１９．「農地利用最適化活動の進捗状況共有シート」の取り組み 

１．「意向把握」と「話し合い活動」の取り組みを農業会議等と共有 

２．農業委員会の「活動の見える化」の切り札に！ 

○令和元年度集計結果 

○「共有シート」の意義 

①農業委員、農地利用最適化推進委員の活動の 

    総和 

②PDCAサイクルを生み出す契機に 

②四半期毎に市町村で取りまとめ都道府県農業会 

  議が集計 

③都道府県、中間管理機構、全国で情報を共有し 

    農業委員会支援の基礎資料 

④「成果」と「取り組みの状況」を見える化 

  →5年後見直しの有力な武器に 

 

20 

意向把握（ha） 実施面積(ha） 意向把握（ha） 実施面積(ha）

1,491 329,946 63,625 6,836 21,250 6,428 886 8313

意向把握 話し合い

実施委員会

（委員会）

対象農家

（戸）

貸付 借受 参加委員会

（委員会）

参加委員

（人）



２０．農地利用最適化の取組状況（平成28・29・30年度） 

21 
平成28・29・30年度「事業計画」、「点検・評価」全国集計 



  これからの農地利用最適化の運動論（検討メモ） 
        （農業委員会改革５年後見直しを見据えて） 

 

 
 

 
 
 

 

「農業委員」と「農地利用最適化推進委員」は「農地所有者の意向

把握」、「地域の話合い活動」を更に強化し「人・農地プランの実

質化」で「残すべき農地」として明確化された農地について農地バ

ンクもかつ活用し「マッチング」に努める 

担い手への農地の集積・集約化 地域の特性を踏まえた農地利用集積の推進 

→農地中間管理機構を活用して地域全筆の利用権設定の推進 

遊休農地の発生防止・解消 再生利用可能な遊休農地9.2万㌶全筆を農地中間管理機構も活用して利用
権設定を目指す 

新規参入の促進 新規参入対策における農業委員会の役割明確化：市町村の移住対策にお

ける役割分担→出張る新規就農対策、新規就農団地等 

 ※例えば… 



1.目指すべき方向・あるべき姿 ２．そのための取り組み・活動・運動 ３．必要な支援（施
策・予算・制度） 

農地の
集積・
集約化 

共通 ○地域の特性を踏まえた農地利用集積の推進 
〇農地中間管理機構を活用して地域全筆の利
用権設定の推進：地域まるっと中間管理方式  
 ⇒事例１（愛知県豊川市） 

平地 〇担い手の農地利用の集約化・団地化 〇人・農地プランの実質化から実践へ 
 ⇒事例２（熊本県甲佐町） 
〇担い手間の利用権交換の推進（担い手の意向把握と
話し合いの場の設定・運営） 
 ⇒事例３（佐賀県江北町） 

中山間 〇農地中間管理事業を活用した基盤整備によ
る生産団地化（新規就農・有機農業・果樹・
枝もの、等） 
〇高齢化・人口減少に対応した放牧・粗飼料
生産等の多様な農地利用の展開 

〇農地一筆ごとの利用調整から地域ぐるみの利用調整
への転換 
 ⇒事例４（岐阜県美濃加茂市） 
〇農地利用現況図、ドローンによる空撮写真を基にし
た地域ぐるみの農用地利用計画図の作成 
 ⇒事例５（広島県尾道市） 
〇人・農地プランの話し合い活動を進展させ、市町村
の農業振興部局と連携して地域住民及び不在村農地所
有者等が参画した土地利用構想の策定を推進 

〇人・農地プランで
の計画を要件として
中山間地域の農地維
持・管理を目的とす
るメニューの追加 

都市 〇都市農地（生産緑地）の貸借の推進 
〇都市農地の保全・活用 

〇特例生産緑地制度、都市農地貸借円滑化法の啓発・
普及 ⇒事例６（東京都武蔵野市） 
〇農地の相続等の相談活動の強化 

課題別取組方向 １.農地の集積・集約化の(検討メモ） 



1.目指すべき方向・あるべき姿 ２．そのための取り組み・活動・運動 ３．必要な支援（施策・予
算・制度） 

遊休農地
の発生防
止・解消 

共通 ○再生利用可能な遊休農地9.2万㌶全筆を農地
中間管理機構も活用し利用権設定を目指す 
○そのために簡易整備と圃場整備要農地峻別 

〇遊休農地の担い手へのあっせん 
 ⇒事例７（群馬県前橋市） 

○人・農地プランで守るべ
き農地として明確化 

平地 〇相続未登記農地等の担い手への利用集積の
推進による集約化・団地化 

〇農業委員会の探索・公示による農地中間管理
機構への利用権設定の推進 
 ⇒事例８（長崎県壱岐市） 
〇圃場整備事業を実施する土地改良区等と連携
した農業委員会の探索・公示による相続未登記
農地等の有効利用の推進 
 ⇒事例９（宮城県七ヶ宿町） 

中山間 〇守るべき農地の明確化（ゾーニング）と非
農地化の促進 
〇遊休農地の利用による繁殖和牛等の放牧経
営の展開 
〇遊休農地の利用による有機農業や果樹農業、
地域特産物の生産団地の形成 
〇新規就農者の受け皿となる生産団地の形成 

〇守るべき農地の明確化 
 ⇒事例10（京都府福知山市） 
〇非農地判断した土地の地目変更登記を推進 
 ⇒事例11（鳥取県三朝町） 
〇他地区の法人に農地集積 
 ⇒事例12（愛知県犬山市） 
〇県外企業を誘致 
 ⇒事例13（山口県萩市） 

都市 〇都市住民の農業体験の場づくり、農業の魅
力発信基地化の推進 

〇景観作物等の栽培 
 ⇒事例14（神奈川県寒川町） 
〇市民農園、体験農園による農作業体験の場づ
くりの促進 
 ⇒事例15（大阪府八尾市） 

課題別取組方向 ２．遊休農地の発生防止・解消（検討メモ） 
 



1.目指すべき方向・あるべき姿 ２．そのための取り組み・活動・運動 ３．必要な支援（施
策・予算・制度） 

新規参入
の促進 

共通 ○新規参入対策における農業委員会
の役割明確化：市町村の移住対策に
おける役割分担 
○出張る新規就農対策、新規就農団
地等 

平地 〇農業法人等の担い手経営による雇
用就農の拡大 
〇担い手経営における第三者経営移
譲の体制整備 
〇参入企業による農業経営の推進 

〇新規参入希望の個人や法人に対する相談活動、農地情報の
提供等の推進（ネットワーク機構） 〇担い手経営と就農希
望者のマッチング活動の取り組み強化（ネットワーク機構） 
〇市町村単位の就農支援協議会の発足と農業委員、推進委員
の参画 
 ⇒事例16（岐阜県高山市） 
〇農業委員・農地利用最適化推進委員を新規参入者の後見人
とする伴走型支援の推進 
 ⇒事例17（埼玉県深谷市） 
〇新規就農者、参入企業受け入れの合意形成支援の強化 
 ⇒事例18（宮崎県宮崎市）（スタンバイ農地事業） 

中山間 〇集落営農組織・法人における円滑
な経営継承 
〇半農半Ｘを含む農村移住・二地域
居住等の展開 
〇空き家対策と連携した小面積の農
地利用の展開 

〇集落営農組織・法人の人材確保・育成（ネットワーク機
構） 
〇新規就農者等の受け入れ希望市町村情報や農地情報等の提
供（ネットワーク機構） 
 ⇒事例19（熊本県天草市） 
 

都市 〇担い手確保に向けた農作業体験の
促進 

遊休農地の発生防止・解消の取り組みに同じ 

課題別取組方向 ３．新規参入の促進（検討メモ） 
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